
戸田市既存住宅耐震診断補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地震による既存住宅の倒壊等の被害を防ぎ、地震に強い住宅の整備

を促進するため、耐震診断を実施する市内の既存住宅の所有者に対し、戸田市既存住宅

耐震診断補助金（以下「補助金」という。）を交付するために必要な事項を定めるものと

する。 

２ 補助金の交付手続等に関しては、戸田市補助金等交付規則（平成２１年規則第６号）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （耐震診断） 

第２条 補助の対象となる耐震診断は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 木造建築物の場合 国土交通省監修による（財）日本建築防災協会の「木造住宅の

耐震診断と補強方法」に基づく木造耐震診断 

(2) 木造以外の建築物の場合 耐震診断結果を、別表に掲げる「耐震判定委員会」に諮

り、妥当と判定されたもの 

 （耐震診断者） 

第３条 補助の対象となる耐震診断を実施する者は、建築士事務所（建築士法（昭和２５

年法律第２０２号）第２３条第１項の規定により登録を受けている建築士事務所をい

う。）に所属する建築士法第２条第２項に規定する一級建築士、同条第３項に規定する二

級建築士又は同条第４項に規定する木造建築士とする。 

 （補助対象建築物） 

第４条 補助の対象となる建築物は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号、以下「法」

という。）に適合し、市内に存する昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅、兼用住

宅、共同住宅又は長屋住宅とする。ただし、木造建築物の場合は、在来工法によるもの

に限る。 

 （補助対象者） 

第５条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象となる建築物を市内に所有す

る者とする。 

 （補助金交付額） 

第６条 補助金交付額は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 木造建築物又は木造以外で戸建住宅の場合は、耐震診断に要した費用で、かつ、１

０万円を限度額とする。 

(2) 木造建築物以外の共同住宅及び長屋住宅の場合は、耐震診断に要した費用の２分の

１以内でかつ、一戸当たり２万円とし、一棟当たり１００万円を限度額とする。 

 （交付申請） 

第７条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

戸田市既存住宅耐震診断補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる関係書類を添付

して、補助金の交付を受けようとする年度の１１月３０日までに市長に申請しなければ

ならない。 



(1) 付近見取り図、配置図及び平面図 

(2) 耐震診断費用の見積書の写し 

(3) 建築確認が行われていることを証明する書類の写し又は法に適合していることを

証明する書類の写し 

(4) 家屋評価証明その他の建築物の所有を証明するもの 

(5) その他市長が必要と認めた書類 

 （交付決定） 

第８条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにこれを審査し、交付する

ことを決定したときは、戸田市既存住宅耐震診断補助金交付決定通知書（第２号様式）

により申請者に通知するものとする。 

 （耐震診断の実績報告書） 

第９条 申請者は、耐震診断が終了したときは、速やかに戸田市既存住宅耐震診断実績報

告書（第３号様式）に、次に掲げる関係書類を添付して市長に報告しなければならない。 

(1) 領収書の写し 

(2) 契約書の写し又はそれに代わるもの 

(3) 木造耐震診断表（木造建築物） 

(4) 耐震判定委員会の判定票及び耐震診断報告書（木造建築物以外） 

 （補助金の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにこれを審査し、補助

金の額を確定したときは、戸田市既存住宅耐震診断補助金交付確定通知書（第４号様式。

以下「確定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１１条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、戸田市既存住宅耐震診断補

助金交付請求書（第５号様式）に確定通知書の写しを添付して、市長に提出するものと

する。 

 （補助金の返還） 

第１２条 市長は、補助金の交付を受けた者が第３条の規定に違反したとき、又は偽りそ

の他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、戸田市既存住宅耐震診断補助金返

還請求書（第６号様式）により、申請者に期限を定めて返還させるものとする。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年９月１日から施行する。 



附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



別表（第２条関係） 

 

耐震判定委員会 

名称 事務局名 電話番号 

既存建物耐震診断委員会 （財）日本建築防災協会 03-5512-6451 

（社）埼玉県建築士事務所協会耐震診断判

定委員会 

（社）埼玉県建築士事務所協会 048-864-9313 

既存建築物耐震性能判定委員会 （社）埼玉建築設計監理協会 048-861-2304 

構造物評定委員会 構造調査コンサルティング協会 03-3254-8078 

耐震診断委員会 （社）建築研究振興協会 03-3453-5498 

耐震診断評定委員会 （財）ベターリビング 03-5211-0556 

耐震性能判定委員会 （財）建築保全センター 03-3553-0070 

耐震改修評価専門委員会 （社）東京都建築士事務所協会 03-5339-8288 

 



第１号様式（第７条関係） 

 

戸田市既存住宅耐震診断補助金交付申請書 

                                 年  月  日 

（あて先） 

戸 田 市 長 

                  申請者 住  所 

                 （所有者）氏  名             印 

                      電話番号 

 

 戸田市既存住宅耐震診断補助金交付要綱第７条の規定により、補助金の交付を受けたい

ので、関係書類を添付して申請します。 

 

建 築 物 の 名 称  

建築物の所在地 戸田市 

診 断 概 算 費 用     金          円 

補助金交付申請額     金          円 

用 途 専用住宅   兼用住宅（      ）  長屋   共同住宅 

規 模 
階数 

     地上   階 

延べ面積 

            ㎡ 

建 築 年 月 日       年   月頃 （着工・竣工） 

建 築 確 認       年   月   日   第     号 

耐震診断予定期間 着手    年  月  日 から 終了    年  月  日 

建 築 士 事 務 所 

氏 名 

建築士事務所 （    ）建築士事務所（  ）登録 第     号 

所 在 地 

電 話 番 号 

建 築 士 
氏 名 

資格（一級．二級．木造）建築士（   ）登録 第        号 

備 考 
 

 

＊添付書類 

（１）付近見取り図、配置図及び平面図 

（２）耐震診断費用の見積書の写し 

（３）建築確認通知書の写し 

（４）家屋評価証明その他の建築物の所有を証明するもの 

（５）その他市長が必要と認めた書類 

 



第２号様式（第８条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

          様 

戸田市長          □印  

 

戸田市既存住宅耐震診断補助金交付決定通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった戸田市既存住宅耐震診断補助金について

は、下記のとおり決定したので、戸田市既存住宅耐震診断補助金交付要綱第８条の規定に

より通知します。 

 

記 

 

１ 建 築 物 の 名 称 

 

２ 建 築 物 の 所 在 地  戸田市 

 

３ 補 助 金 交 付 額  金            円 

 

４ 補 助 金 交 付 時 期  耐震診断が終了し、補助金交付確定後交付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 補助の条件 

   補助金交付額は、耐震診断費用の確定により変更する場合があります。 



第３号様式（第９条関係） 

戸田市既存住宅耐震診断実績報告書 

 

                                 年  月  日 

 

（あて先） 

戸 田 市 長 

 

                  申請者 住  所 

                 （所有者）氏  名             印 

                      電話番号 

 

 耐震診断が終了したので、戸田市既存住宅耐震診断補助金交付要綱第９条の規定により

下記の関係書類を添付して報告します。なお、この報告書及び添付書類に記載の事項は、

事実に相違ありません。 

 

建 築 物 の 名 称  

建築物の所在地 
戸田市 

 

補 助 金 交 付 額     金           円 

建 築 士 事 務 所 

氏 名 

建築士事務所 （    ）建築士事務所（  ）登録 第     号 

所 在 地 

電 話 番 号 

建 築 士 
氏 名 

資格（一級．二級．木造）建築士（   ）登録 第       号 

耐 震 診 断 期 間 
着手      年   月   日 

終了      年   月   日 

＊添付書類 

（１）領収書の写し 

（２）契約書の写し又はそれに代わるもの 

（３）木造耐震診断表（木造建築物） 

（４）耐震判定委員会の判定票及び耐震診断報告書（木造建築物以外） 



第４号様式（第１０条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

          様 

戸田市長           □印  

 

 戸田市既存住宅耐震診断補助金交付確定通知書 

 

     年  月  日付け第    号で決定があった耐震診断について、下記のと

おり確定したので、戸田市既存住宅耐震診断補助金交付要綱第１０条の規定により通知し

ます。 

 

記 

 

１ 建 築 物 の 名 称 

 

２ 建 築 物 の 所 在 地  戸田市 

 

３ 補助金交付確定額  金              円 



第５号様式（第１１条関係） 

戸田市既存住宅耐震診断補助金交付請求書 

                                 年  月  日 

 

（あて先） 

戸 田 市 長 

 

                   申請者 住  所 

                  （所有者）氏  名            印 

                       電話番号 

 

 戸田市既存住宅耐震診断補助金交付要綱第１１条の規定に基づき、下記のとおり補助金

を請求します。 

 

記 

 

１ 交付請求金額 

 

                       円 

 

２ 振込先 

振 

込 

先 

金 

融 

機 

関 

金 融機関名 

 

         銀行 

 

         金庫 

 

         農協 

 

 

 

         本店 

 

         支店 

 

         支所 

  口 座の種類    普通 ・ 当座  （該当を○で囲む） 

  口 座 番 号  

  フ リ ガ ナ  

口 座名義人 
 

＊添付書類 

  戸田市既存住宅耐震診断補助金交付確定通知書の写し 



第６号様式（第１２条関係） 

 

                                第     号 

                                 年  月  日 

 

          様 

戸田市長          □印  

 

戸田市既存住宅耐震診断補助金返還請求書 

 

 耐震診断補助金について、戸田市既存住宅耐震診断補助金交付要綱第１２条の規定によ

り、下記のとおり返還を請求します。 

 

記 

 

１ 返還すべき金額    金           円 

 

２ 返 還 期 限         年  月  日まで 

 

３ 返 還 方 法    別紙戸田市返納通知書による 

 

４ 補 助 年 度         年度 

 

５ 補助金交付確定額         年  月  日  第    号 

  通知日及び番号 

 

６ 補助金交付確定額                   金         円 

 

７ 補助金交付確定額         年  月  日交付 金         円 

  の 既 交 付 額 

 

８ 返 還 事 由 

 


